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◆行政相談…３月１４日（水）の午後１時～３時、市役所２階相談室。栄田征子氏（本町、�４７１・２４１６）▽小山正勝氏（小山、�４７１・３９５５）▽篠宮松美氏（南町、�４６５･１８３９）

非
常
勤
職
員
（
助
産
師
）

　

健
康
課
で
は
４
月
１
日
以
降
に

採
用
す
る
助
産
師
を
募
集
し
ま
す
。

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
２０

３
月　

日
（
年
間
契
約
）

３１

　
【
資
格
】
助
産
師
免
許
を
取
得

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
金
）

２３

ま
で
に
、
履
歴
書
（
写
真
添
付
）・

資
格
証
明
書
の
写
し
を
健
康
課
保

健
サ
ー
ビ
ス
係
へ
直
接
持
参
を
。

　

詳
し
く
は
同
課
�
４
７
７
・
０

０
２
２
へ
。

嘱
託
職
員（
看
護
師
）

　
【
勤
務
内
容
】保
育
園
児
の
健
康

管
理

　
【
雇
用
期
間
】４
月
１
日
〜　

年
２０

３
月　

日
３１

　
【
勤
務
時
間
】午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時　

分
。
勤
務
日
は
要
相
談

１５

　
【
賃
金
】１
時
間
当
た
り
１
６
３

６
円

　
【
募
集
人
員
】
１
人

　
【
資
格
】
看
護
師
免
許
を
取
得

　

申
し
込
み
は
３
月　

日
（
木
）

１５

ま
で
に
、
履
歴
書
（
写
真
添
付
）・

資
格
証
明
書
の
写
し
・「
保
育
園
を

希
望
し
た
理
由
」
を
８
０
０
字
以

内
に
ま
と
め
た
作
文
を
保
育
課

（
市
役
所
１
階
）へ
直
接
持
参
を
。

書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
、
決
定
。

　

※
履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

市
立
保
育
園
の
パ
ー
ト
・ 

臨
時
保
育
士
、臨
時
栄
養
士

　

市
立
保
育
園
で
は
、
朝
夕
の

パ
ー
ト
保
育
士
と
、
産
休
･
育
休

･
病
休
等
の
代
替
と
し
て
の
臨
時

　

夜
間
と
休
日
に
納
税
相
談
窓
口

を
開
設
し
ま
す
。

　

市
・
都
民
税
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
、
国
民
健
康
保
険
税

等
の
市
税
の
納

め
忘
れ
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
仕

事
な
ど
で
平
日

の
相
談
が
困
難

な
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

　月に約４２,０００件のアクセスがある市のホームページに

広告（バナー広告）を掲載してみませんか。

　【基準】公共性と品位を損なわないもの。政治・宗教活
動、意見広告と個人宣伝などは除きます

　【規格】「扉のページ」上に、縦６０ピクセル、横１５０ピク
セル。４キロバイト以内。ＧＩＦ形式

　※広告デザインは広告主で作成となります。

　【募集枠】８枠
　【掲載期間】５月から、１カ月単位で最長１２カ月
　【掲載料】１枠当たり月２０,０００円
　申し込みは３月１２日（月）までに（消印有効）、所定の

申込書（広報課〈市役所２階〉で配布）に必要事項を記

入の上、〒２０３－８５５５、市役所広報課あて郵送を。電子メー

ル（下記メールアドレス参照）、ファクス４７２・１１３１または

直接同課へ持参も可。

　※申込書は市ホームページからも入手できます。

　詳しくは同課広報担当�４７０・７７０８へ。

募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集ししししししししししまままままままままますすすすすすすすすす！！！！！！！！！！募集します！
市市市市市市市市市市ホホホホホホホホホホーーーーーーーーーームムムムムムムムムムペペペペペペペペペペーーーーーーーーーージジジジジジジジジジにににににににににに掲掲掲掲掲掲掲掲掲掲載載載載載載載載載載すすすすすすすすすするるるるるるるるるる広広広広広広広広広広告告告告告告告告告告主主主主主主主主主主市ホームページに掲載する広告主

　

※
相
談
の
場
合
は
、
事
前
に
来

庁
の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
ご
注
意
】税
証
明
の
発
行
や
課

税
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん

夜
間
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
３
月
１
日
（
木
）
午
後

８
時
ま
で

　
【
会
場
】納
税
課（
市
役
所
２
階
）

夜間・休日夜間・休日
納税相談窓口を納税相談窓口を
開設します開設します

保
育
士
・
臨
時
栄
養
士
の
登
録
を

随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

①
パ
ー
ト
保
育
士
＝
勤
務
時
間

は
午
前
７
時
〜
８
時
半
と
午
後
５

時
〜
６
時
半
（
し
ん
か
わ
保
育
園
、

ち
ゅ
う
お
う
保
育
園
、
は
く
さ
ん

保
育
園
は
午
後
７
時
ま
で
）。賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
１
０
円

　

②
臨
時
保
育
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
９
３
０
円

　

③
臨
時
栄
養
士
＝
勤
務
時
間
は

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
。
賃
金

は
１
時
間
当
た
り
１
０
５
０
円

　

※
①
②
③
と
も
、
有
資
格
の
方
。

　

希
望
さ
れ
る
方
は
、履
歴
書（
写

真
添
付
）
を
、
保
育
課
（
市
役
所

１
階
）
へ
直
接
持
参
を
。

　

※
登
録
制
の
た
め
履
歴
書
は
返

却
し
ま
せ
ん
。

　

詳
し
く
は
同
課
保
育
係
�
４
７

０
・
７
７
４
５
へ
。

課
税
課
臨
時
職
員

　
【
対
象
】　

歳
以
下
の
方

４５

　
【
勤
務
内
容
】確
定
申
告
期
の
課

税
事
務
補
助

　
【
雇
用
期
間
】３
月
１
日
〜
４
月

　

日
３０
　
【
勤
務
時
間
】月
曜
〜
金
曜
日
の

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
（
月　
１５

日
以
内
勤
務
）

　
【
勤
務
場
所
】
課
税
課
（
市
役
所

２
階
）

　
【
賃
金
】
時
給
８
３
０
円
（
交
通

費
別
途
支
給
）

　
【
募
集
人
員
】
若
干
名

　

申
し
込
み
は
２
月　

日
（
木
）

２２

ま
で
に
、
履
歴
書
（
市
販
の
も
の

で
可
・
写
真
添
付
）
を
同
課
市
民

税
係
へ
直
接
持
参
を
。
書
類
選
考
、

面
接
の
上
、
決
定
。

　

詳
し
く
は
同
係
（
内
線
２
３
３

４
）
へ
。

教
育
委
員
会
臨
時
職
員

　

教
育
委
員
会
で
は
、
学
校
等
に

勤
務
す
る
臨
時
職
員
を
募
集
し
ま

す
（
登
録
制
）。

　

▼
一
般
事
務　

勤
務
時
間
＝
午

前
８
時
半
〜
午
後
５
時
、
時
給
＝

８
３
０
円
▼
一
般
用
務　

勤
務
時

間
＝
午
前
８
時
〜
午
後
４
時
半
、

時
給
＝
９
３
０
円
▼
交
通
擁
護　

勤
務
時
間
・
時
給
＝
午
前
７
時
半

〜
８
時
半
が
１
０
３
０
円
、
午
後

１
時
〜
４
時
が
９
３
０
円
（
勤
務

時
間
は
午
前
と
午
後
が
セ
ッ
ト
）

▼
児
童
介
助　

勤
務
時
間
＝
午
前

８
時
半
〜
午
後
４
時
、
時
給
＝
１

１
０
０
円
▼
幼
稚
園
教
諭　

勤
務

時
間
＝
午
前
８
時　

分
〜
午
後
４

１５

時　

分
、
時
給
＝
１
１
０
０
円

４５

　

詳
し
く
は
教
育
部
総
務
課
庶
務

係
�
４
７
０
・
７
７
７
５
へ
。

　

３
月　

日
（
祝
）
は
、
庁
舎
非

２１

常
用
電
源
装
置
バ
ッ
テ
リ
ー
交
換

工
事
を
行
う
た
め
、
終
日
停
電
と

３
月　

日（
祝
）は
終
日

２１

市
役
所
本
庁
舎
を
閉
館
し
ま
す

な
り
ま
す
の
で
、
市
役
所
本
庁
舎

を
閉
館
し
ま
す
。

　

市
民
プ
ラ
ザ
、
市
役
所
１
階
屋

休
日
納
税
相
談
窓
口

　
【
日
時
】
３
月
３
日
（
土
）・
４

日
（
日
）
の
い
ず
れ
も
午
前
９
時

〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】納
税
課（
市
役
所
２
階
）

　

詳
し
く
は
同
課 
�
４
７
０
・
７

７
３
０
へ
。

納税にご協力を納税にご協力を

　２月２８日（水）は、固定資産税・都

市計画税第４期、国民健康保険税第

８期の納期限です。最寄りの金融機

関・郵便局でお納めください。

　詳しくは納税課� ４７０・７７３０へ。

内
ひ
ろ
ば
、
市
役
所
１
階
と
東
久

留
米
駅
東
口
側
構
内
に
設
置
の
証

明
書
自
動
発
行
機
、
地
下
駐
車
場
、

金
融
機
関
Ａ
Ｔ
Ｍ
等
も
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
ご
不
便
を
お
掛
け
し
ま

す
が
、
ご
協
力
お
願
い
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
管
財
課
管
財
係
� 

４
７
０
・
７
７
１
８
へ
。

�

�

�

�
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�
�
�
�
�
�
�
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�
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�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　

歳
前
の
傷
病
に 

２０よ
る
障
害
基
礎
年
金

　
　

歳
に
な
る
前
に
、
初
め
て

２０
医
師
の
診
療
を
受
け
た
日
（
初

診
日
）
が
あ
り
、
そ
の
病
気
や

け
が
に
よ
り
、　

歳
に
な
っ
た

２０

と
き
に
（
初
診
日
か
ら
１
年
半

経
過
し
て
い
る
場
合
）、一
定
程

度
の
障
害
状
態
に
あ
る
場
合
は
、

請
求
に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、　

歳
２０

に
な
る
前
に
初

診
日
が
あ
り
、　２０

歳
に
な
っ
た
日

か
ら　

歳
に
な

６５

る
日
の
前
日
ま
で
に
一
定
の
障

害
状
態
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の

障
害
状
態
に
な
っ
た
日
か
ら
請

求
す
る
こ
と
が
で
き
、
障
害
基

礎
年
金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
本
人
の
所
得
制
限

（
扶
養
親
族
等
の
人
数
に
応
じ

て
異
な
り
ま
す
）
や
そ
の
他
の

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
き
、
日
本
国
内
に
住
所
を
有

し
な
い
と
き
に
は
、
支
給
停
止

と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、　

歳
以
後
初
め
て
病

２０

院
に
掛
か
っ
た
場
合
は
、
そ
の

時
加
入
し
て
い
た
制
度
へ
申
請

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
過
去

の
納
付
状
況
に
よ
っ
て
は
、
申

請
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
市
保
険
年
金
課
国

保
年
金
資
格
係
�
４
７
０
・
７

７
３
２
ま
た
は
武
蔵
野
社
会
保

険
事
務
所
�
０
４
２
２
・　

・
５６

１
４
１
１
へ
。

《事前に電話でご予約を》

会　場予 約 開 始 日 等相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所
２階
相談室

午前８時半
から電話で 
広報課
�４７０・７７７７

（代）

２月２２日（木）
弁護士いずれも水曜日

午前１０時から

７日・１４日
法 律 相 談

３月８日（木）２８日

３月２日（金）司法書士７日（水）午後１時から登 記 相 談

３月２日（金）土地家屋調査士７日（水）午後１時から表 示 登 記 相 談

３月９日（金）税理士１４日（水）午後１時から税 務 相 談

３月２２日（木）弁護士２８日（水）午後１時から交 通 事 故 相 談

３月８日（木）行政書士１４日（水）午前１０時から
相続・遺言・成年
後見等手続相談

３月２３日（金）社会保険労務士２８日（水）午前１０時から年金・労災・雇用保
険・ 人事管理等相談

東久留米市 
商工会館

前日までに東久留米市商工
会�４７１・７５７７

市商工会
経営指導員

平日の
午前１０時～午後４時経 営 相 談

男女平等
推進

センター

午前９時から
電話で男女
平等推進セ
ンター
�４７２・００６１

２月１９日（月）女性
カウンセラー

いずれも月曜
日午後１時半
～４時半

５日・１２日女性の悩みごと
相 談 ３月５日（月）１９日・２６日

２月１６日（金）女性弁護士２日（金）午前９時半～
午後零時半

女性弁護士による
法 律 相 談

中央相談室�４７３・３６６７
（成美教育文化会館内教育センター）

教育相談員
午前１０時～
午後５時　
※電話相談も可

火曜～土曜日
教 育 相 談 室

滝山相談室�４７５・８９０９
（西中学校隣）月曜～金曜日

子育て支援課�４７０・７７３６母子自立支援員開庁日母 子 相 談

　※東京都でも、交通事故相談�０３・５３２０・７７３３やヤミ金被害者相談�０３・５３２０・
４７２７を行っています。予約制でなく当日受け付けのため、詳しくはお問い合わせを。

《直接会場へどうぞ》

会　場相　談　員相　談　日　時相　談　名

市役所１階相談室
知的障害者相談員 １４日（水）午前１０時～正午知的障害者相談

身体障害者相談員 ９日（金）午前１０時～正午身体障害者相談

さいわい福祉
センター

さいわい福祉
センター指導員

２４時間随時�４７７・２７１１
心身障害者（児）
相 談

市役所１階
屋内ひろば

獣医師１６日（金）午後１時半～２時半動物なんでも相談

市役所６階
ワークコーナー

ハローワーク
三鷹職員

開庁日の
午前９時～午後５時

職 業 相 談

市役所２階相談室
市住宅増改築等

斡旋事業登録団体協議会
８日（木）
午前１０時～午後４時

住宅増改築相談

生活文化課
（市役所２階）

消費生活相談員
平日の午前１０時～午後４時
※電話相談も可�４７３・４５０５

消 費 者 相 談

東久留米市社会
福祉協議会

市民ボランティア
相談員

月曜・水曜・金曜日の
午前１０時～午後４時
�４７４・４２９４

電話なんでも相談
（東久留米市社
会福祉協議会）

《訪問します》

ご自宅助産師
訪問希望の方は健康課
�４７７・００２２

妊婦訪問相談

� �������������������������������������������������������������

庁
舎
電
源
装
置
交
換
工
事
の
た
め

どうぞご利用ください

◆広報課メールアドレス
koho@city.higashikurume.lg.jp


